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この要領は、日野市自治会補助金交付要綱に定めるもののほか、補助金の交付等の手続き

に必要な事項を定めることを目的とする。 

 

１．補助金の概要                                            

本補助金を交付する目的は、自治会活動を推進し、住民相互の支え合いによる地域活動を

支援するためです。 

補助金の種類は、①運営費補助金、②活動費補助金、③連携補助金、④集会所補助金の４種

類です。 

（補助対象期間は、令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31日） 

 

①運営費補助金 

自治会の運営及び自治会が実施する事業に対する補助。 

 

◆５００円×加入世帯数（令和 6年度の 4月 1日時点） 

 

※加入世帯数は、毎年、自治会から提出される「日野市自治会登録書（第５号様式第１２条関

係）」に記載された数字です。 

 

＜補助対象経費＞ 

 補助対象 例 

ア 地域コミュニティの活性化・発展 

に資する事業に要する経費 

夏祭り、おもちつき、スポーツ大会、 

講座・研修など 

（住民相互の親睦に関する活動全般） 

イ 防災・防犯に関する事業 

に要する経費 

防災訓練、防犯パトロール、 

防犯カメラ・安全灯の設置、防災品の購入など 

ウ 清掃・美化に関する事業 

に要する経費 

一斉清掃・浅川クリーン作戦、花壇整備、 

雪かきや除草など 

エ 自治会の運営及び各種会議等 

に要する経費 

会議費、事務用品・備品の購入、 

回覧物や名簿・会報の発行、 

自治会で設置管理している物の修理・撤去、 

自治会HP・LINE管理費など 

※自治会活動全般が対象となります。上記は一部を例としてご紹介しております。 

 

<返還について> 

対象支出経費が交付した補助額を下回り、余剰金が生じた場合は、交付した補助金額の全額又

は一部の返還が発生します。 
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②活動費補助金  

自治会所属に関わらず広く地域住民を対象とした事業に関する補助。 

 

＜補助要件＞ 

・会員以外も参加できる広く周知された事業であること。 

・申請には事前協議が必要です。 

・１事業ごとに「活動費補助金事前協議書」の作成をお願いします。 

・事前協議書は、市があらかじめ指定した提出期限を過ぎての受付はできません。 

・運営費補助金と併用可能。 

・各自治会で実施する活動費補助金の事業は、日野市ホームページ等で公に掲載する場合があ

ります。 

＜補助対象経費＞ 

 補助対象 例 

ア 地域コミュニティの活性化・ 

発展に資する事業に要する経費 

夏祭り、おもちつき、スポーツ大会、講座・研修など 

（住民相互の親睦に関する活動全般） 

イ 防災・防犯に関する事業 

に要する経費 

防災訓練、防犯パトロールなど 

ウ 清掃・美化に関する事業 

に要する経費 

一斉清掃・浅川クリーン作戦など 

・悪天候、災害など不測の事態により事業の実施ができなかった場合で、精査の上その事業の

準備に要した費用と認められるものについては対象とします。 

 

＜補助率・上限＞ 

◆総事業費の１/2(上限 200,000円) 

※複数事業申請可能ですが、一自治会あたり全事業合計して上限 200,000円までです。 

※予算を超えた申請があった場合は、予算の範囲内で一律で按分します。 

※１００円未満切捨て 

 

<補助対象外> 

・物品購入や施設整備のみを目的とした事業。 

・マンション・アパート・団地の敷地内などで、居住者以外が自由に出入りして参加できない場

所での事業。 

 

<返還について> 

以下に該当する場合は、交付した補助金額の全額又は一部の返還が発生します。 

・事業を実施しなかった場合 

・対象支出経費が交付した補助額を下回り、余剰金が生じた場合 

・事前協議書に基づき採択された事業以外に使用した場合 



3 

 

③連携補助金 

複数の自治会が連携して実施する事業に対して補助。（年度内 1回で計 3回まで） 

◆１自治会あたり 20,000円 

 

＜補助要件＞ 

・他自治会と連携した事業を年度内で１回以上行うこと。 

・過去に３回以上連携補助金を受けていないこと。 

・運営費補助金と活動費補助金の対象事業であること。 

 

＜注意点＞ 

■A自治会と B自治会が連携して事業を行う場合■ 

A自治会：20,000円 B自治会：20,000円 

※当該年度中、各自治会１回のみ 

※A自治会は、当該年度に C自治会と別事業を行っていたとしても、追加で 20,000円とは

なりません。 

 

■申請可能回数の考え方■ 

１自治会につき、３回までであれば、３年続けてご申請いただくことも可能ですし、間を空け

てご申請いただくことも可能です。 

共同する自治会が、年度によって変動しても、同じでも問題ございません。 

 R６ R7 R8 R９以降 

パターン１ 〇 〇 〇 申請不可 

パターン２ 〇 〇 ー 残り１回まで申請可 

パターン３ 〇 ー 〇 残り１回まで申請可 

パターン４ ー 〇 〇 残り１回まで申請可 

パターン５ ー 〇 ー 残り２回まで申請可 

パターン６ ー ー 〇 残り２回まで申請可 

パターン７ ー ー ー 残り３回まで申請可 

※「－」は連携補助金の交付を受けなかった場合。 

 

<補助対象外> 

・物品購入や施設整備のみを目的とした事業。 

・日野市内の自治会以外の団体と連携した事業。 

・日野市内の自治会以外の団体が主催している事業で協賛金の支援あるいは来賓として出席

するのみ。（事業の立ち上げ、実行委員会の参加、当日の運営に携わっているのであれば可） 

 

<返還について> 

以下に該当する場合は、交付した補助金額の全額又は一部の返還が発生します。 
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・連携して事業を実施しなかった場合 

・［運営費補助金］と［活動費補助金］の対象支出経費の総額が交付した補助額２０,０００円を下

回り、余剰金が生じた場合 

 

④集会所補助金 

自治会及び地域住民が共同で管理、または所有する集会室の維持管理費の補助 

 

＜補助要件＞ 

・自治会で所有管理する施設があること。※地区センターと交流センターは除く 

・自治会所有集会所登録書の提出があること。 

 

<補助対象経費> 

・自治会集会所の維持管理費、設備費用。 

・自治会集会所内で使用する消耗品購入費。 

 

◆1施設あたり 23,000円 

 

<返還について> 

対象支出経費が交付した補助額を下回り、余剰金が生じた場合は、交付した補助金額の全額又

は一部の返還が発生します。 
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２．自治会補助金の経過措置について（減額となる自治会のみ）                             

新制度への移行により、令和５年度の自治会補助金と自治会活動インセンティブ補助金の補

助金額（実績）が令和６年度からの新制度による運営費補助金、活動費補助金、連携補助金、集

会所補助金の総交付額と比較し、減額になる自治会については、経過措置として、令和６年度

のみ、新制度による補助金交付を受けるか、令和５年度の交付額を継続するかを選択できるよ

うにいたしました。なお、減額とならない自治会は対象外です。 

（１）令和６年度より新制度に移行する場合 

新制度の４種類の補助金が活用できます。 

 

 

 

 

 

 

また、A と B を比較して、B からの減額分については、経過措置として下記の金額が交付さ

れます。 

◆令和６年度 対令和５年度の減額分（B－A）の１/2   

◆令和７年度 対令和５年度の減額分（B－A）の１/4 

※１００円未満切捨て 

 

（２）令和６年度は新制度へ移行せず、令和５年度交付額を継続する場合 

令和６年度は令和５年度交付額と同額を交付し、令和７年度に新制度に移行となります。 

新制度の４種類の補助金は、令和６年度は申請できません。 

◆令和６年度 令和５年度の自治会補助金＋インセンティブ補助金の合計額 

①240円×総世帯数（令和５年４月１日時点）＋②自治会集会所補助金 23,000円＋ 

③令和５年度インセンティブ補助金交付額 

②③は該当する自治会のみです。 

令和７年度からは、新制度の４種類の補助金が活用できます。新制度の４種類を合わせた令

和７年度または令和８年度の交付予定額と、令和５年度の交付額を比較して、減額となる場合

には下記の金額が交付されます。 

 

 

 

 

 

 

A令和６年度・７年度交付予定額  

①運営費補助金（500円×加入世帯数） 

＋②活動費補助金  

＋③連携補助金（20,000円）  

＋④集会所補助金（23,000円） 

 

B令和５年度交付額  

①２４０円×総世帯数 

＋②自治会集会所補助金（23,000円） 

＋③令和５年度インセンティブ補助金交付額 

②③は該当する自治会のみです。 

 

A令和７年度・８年度交付予定額  

①運営費補助金（500円×加入世帯数） 

＋②活動費補助金  

＋③連携補助金（20,000円）  

＋④集会所補助金（23,000円） 

 

B令和５年度交付額  

①２４０円×総世帯数 

＋②自治会集会所補助金（23,000円） 

＋③令和５年度インセンティブ補助金交付額 

②③は該当する自治会のみです。 

 



6 

 

Aと Bを比較して、Aが少ない場合は、経過措置として下記の金額が交付されます。 

◆令和７年度 対令和５年度の減額分（B－A）の 1/2 

◆令和８年度 対令和５年度の減額分（B－A）の 1/4 

※１００円未満切捨て 

 

<返還について> 

経過措置（１）、（２）いずれについても、対象支出経費が交付した補助額を下回り、余剰金が生じ

た場合は、交付した補助金額の全額又は一部の返還が発生します。 
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３．自治会補助金共通留意事項                                    

■実行委員会形式の事業の取扱いについて■（運営費・活動費） 

 複数自治会や地域の団体等の共同による、実行委員会形式の事業であっても、自治会として

の参加や活動の実態がある事業の、自治会として支出（負担分）については、自治会補助金の

対象となります。自治会としての参加や活動であること、自治会の支出があることを示す資料

として、年間活動計画への位置づけと総会資料上での支出があることが必要となります。自治

会としての参加や活動の実態とは、委託や補助金等により全てお願いするのではなく、実行委

員会への出席や当日の参加・出店など、自治会として運営に携わっていることを言います。 

 複数自治会が合同で行っている事業については、連携補助金の対象となりますが、他自治会

を含まない、地域の団体等のみと合同で行っている事業については連携補助金の対象とはな

りません。 

 

■補助対象外一覧■ （共通事項） 

下記費用は自治会補助金の対象外となりますので、ご注意ください。 

（１）子ども会や老人会等への補助金・助成金、消防団への協力金 

※金銭援助等のみの提供で、自治会としての参加や活動の実態を伴わないもの。 

（２）募金 

（３）金券 

（４）慶弔費 

（５）祭礼費 

※お神酒、お札、玉串の購入費用、寺社仏閣に納める奉納金、神社仏閣主催行事の協賛金・

協力金 

（６）役員手当（役員報酬） 

 

 

■事業の支出関係書類の保管について■（共通事項） 

・領収書（必要に応じて見積書や契約書、納品書、請求書、振込控）を保管しておいてください。 

・補助事業に係る経理関係書類については、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了

後５年間は保管してください。 

 

※実績報告書の内容で詳細を確認させていただきたい場合に書類の写しを提出して頂くこと

があります。 

※過去に実施済みの事業も市の定期監査の対象になる場合がございます。 
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４．参考資料                                               

■運営費補助金・活動費補助金比較表■ 

 地域の人が誰でも 

参加できる事業 

会員のみを 

対象とした事業 

物品の購入 施設整備 

夏祭り、 防災訓練、

一斉清掃など 

自治会員のみが

参加できる親睦

行事、役員会な

ど 

防災備蓄品の

購入、住民への

物品配布など 

掲示板や防犯灯

の整備、倉庫の設

置など 

運営費補助金 〇 〇 〇 〇 

活動費補助金 〇 × × × 

 

■経過措置比較表■ 

〇令和６年度より新制度に移行する場合 

年度 補助金名 内訳 交付 

R６ 

運営費 R６年（加入世帯数）×５００円  〇 

活動費 総事業費２分の１で、上限２００，０００円 〇 

連携 一律２０，０００円 〇 

集会所 １施設２３，０００円 〇 

減額分の措置 ※R５年度の補助金総額と比べて減額した２分の１ 〇 

R７ 

運営費 R７年（加入世帯数）×５００円 〇 

活動費 総事業費２分の１で、上限２００，０００円 〇 

連携 一律２０，０００円 〇 

集会所 １施設２３，０００円 〇 

減額分の措置 ※R５年度の補助金総額と比べて減額した４分の１ 〇 

R８ 

運営費 R８年（加入世帯数）×５００円 〇 

活動費 総事業費２分の１で、上限２００，０００円 〇 

連携 一律２０，０００円 〇 

集会所 １施設２３，０００円 〇 

減額分の措置   × 

    

【備考】 
   

※減額分とは、以下の①から②を引いた差額。①-②  

① R５年度交付済の補助金額［自治会補助金（集会所補助金含む）+インセンティブ補助金］ 

②R６年度申請予定の新制度補助金額［運営費補助金+活動費補助金+連携補助金+集会所補助金］ 

※加入世帯数は毎年４月１日時点の数とします。 
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〇令和６年度は新制度へ移行せず、令和５年度交付額を継続する場合 

※減額にならない自治会は対象外です。 

年度 補助金名 内訳 交付 

R６ 

◆R５年度交付済みの補助金額（据え置き） 

自治会 R５年（加入+未加入）世帯数×２４０円 

〇 
集会所 １施設２３，０００円 

インセンティブ 

申請自治会のみ（金額は市より送付済の交付決定通知に記

載） 

◆R６年度新制度補助金（R５年度交付額を据え置きの場合は申請不可） 

運営費 R６年（加入世帯数）×５００円  

× 

活動費 総事業費２分の１で、上限２００，０００円 

連携 一律２０，０００円 

集会所 １施設２３，０００円 

減額分の措置   

R７ 

運営費 R７年（加入世帯数）×５００円 〇 

活動費 総事業費２分の１で、上限２００，０００円 〇 

連携 一律２０，０００円 〇 

集会所 １施設２３，０００円 〇 

減額分の措置 ※R５年度の補助金総額と比べて減額した２分の１ 〇 

R８ 

運営費 R８年（加入世帯数）×５００円 〇 

活動費 総事業費２分の１で、上限２００，０００円 〇 

連携 一律２０，０００円 〇 

集会所 １施設２３，０００円 〇 

減額分の措置 ※R５年度の補助金総額と比べて減額した４分の１ 〇 

 

※加入世帯数は毎年４月１日時点の数とします。 
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５．申請等の手続き（スケジュール）                                             

 

 

 

 

 

３． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会 

 

市 

 
◆自治会登録書提出 

提出期限： ５月末 

【提出書類】 

・日野市自治会登録書 

・年間活動予定表 

 

◆活動費補助金事前協議書提出 

受付期間： ４月１日から５月末※予定 

活動費補助金を希望する場合はご提出ください。 

【提出書類】 

・活動費補助金事前協議書 

※複数事業申請する場合は、１事業につき１枚作成。 

・連携事業調査票 

 

 

 

 

３月 

◆自治会登録書、年間活動予定表、

活動費補助金事前協議書、 

連携事業調査票発送 

 

 

お知らせ 

提出 

７月 

◆自治会補助金申請書類 

発送 

◆活動費補助金事前調査 

結果通知発送 

 

提出書類の内容確認後、 

各自治会に送付します。 

 

 

 

送付 

◆自治会補助金申請書提出 

第１回締切：７月下旬※予定 

第２回締切：８月下旬※予定 

【提出書類】 

・日野市自治会補助金交付申請書 

・事業計画書（支出予算書） 

 

◆補助金交付請求 

【提出書類】 

・日野市自治会補助金交付請求書兼口座振替依頼書 

 

 

 

申請 

 
８月以降順次 

◆交付決定通知発送 

第１回：８月頃 

第２回：９月頃 

提出書類の内容確認後、 

各自治会に送付します。 

 

８月または９月 

◆補助金の支払い 

各自治会の指定の口座に

振込みます。 

 

 

 

交付決定 

支払い 

・・・事業の実施・・・ 

 

 

 

 ◆自治会補助金実績報告書提出 

提出期限：翌年４月末予定 

【提出書類】 

・日野市自治会補助金実績報告書（第４号様式） 

・日野市自治会収支報告書（決算書）（第４号様式の２） 

・活動費補助金実績報告書（第４号様式の３）、 

総会資料（収支がわかるもの） ※活動費補助金を交付した場合のみ 

 

 

翌年３月上旬 

◆実績報告書類発送 

 

 

送付 

※補助金交付額に余剰が生じた場合、返還していただきます。 

 

報告 
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６．様式                                                     
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